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 伊勢市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

 

 

  平成 29 年６月 30 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一 
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伊勢市規則第49号 

伊勢市事務分掌規則の一部を改正する規則 

伊勢市事務分掌規則（平成19年規則第８号）の一部を次のように改正

する。 

第３条の３第１項中「高齢障がい福祉課」を「高齢・障がい福祉課並

びに総合支所の生活福祉課」に改め、同条第２項中「福祉事務所」の次に

「の位置」を加え、「に置く」を「とする」に改める。 

 附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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伊勢市御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

 

平成 29 年６月 28 日 

 

 

伊勢市教育委員会 

教育長 北 村  陽 
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伊勢市教育委員会規則第23号 

伊勢市御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則の一部を改正する規則 

伊勢市御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則（平成17年伊勢市教育委

員会規則第35号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項中「伊勢市御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター使用許可申請書」を

「伊勢市御薗Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館）使用許可申請書」に改め、同

条第３項中「記入する」を「記入すること」に改める。 

 様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 
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様式第１号（第８条関係） 

  
受

付 

所 長 係 

    

伊勢市御薗B＆G海洋センター（体育館）使用許可申請書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）伊勢市教育委員会 

 

 次のとおり体育館の使用の許可を申請します。 

 

                         〒 

住 所            

申請者 氏 名            

連絡先            

目 的 

  

人 員 

  

日 時   月  日 
午前 

午後 
  時  分～ 

午前 

午後 
  時  分 

使 用 料 

有 料 
  

免 除 
  

責 任 者 

□ 申請者と同じ 

〒 

住所 

氏名 電話番号 

備 考 
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様式第２号（第８条関係） 

 

No.     

 

許 可 証 

 

目 的 

  

人 員 

  

日 時   月  日 
午前 

午後 
  時  分～ 

午前 

午後 
  時  分 

条 件 

  

 上記のとおり体育館の使用を許可する。 

 

  年  月  日 

 

          様 

 

伊勢市教育委員会 
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様式第３号(第８条関係) 

 

伊勢市御薗B＆G海洋センター（プール）利用者名簿 

 

  年  月  日 

 

No. 氏 名 住 所 年齢 備 考 
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附 則 

この規則は、平成29年７月１日から施行する。 
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 伊勢市職員安全衛生委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定め 

 

る。 

 

 

 

  平成 29 年６月 21 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一 
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伊勢市訓令第６号 

伊勢市職員安全衛生委員会規程の一部を改正する訓令 

 伊勢市職員安全衛生委員会規程（平成 17 年伊勢市訓令第 16 号）の一部

を次のように改正する。 

 第７条第５項中「別表のとおりとする」を「市長が別に定める」に改め

る。 

 別表を削る。 

   附 則 

 この訓令は、公表の日から施行し、平成 29 年６月１日から適用する。 
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伊勢市告示第 80 号 

 

 伊勢市議会定例会を次のとおり招集します。 

 

  平成 29 年６月 19 日 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 招集の日時  平成 29 年６月 26 日（月） 午前 10 時 

 

２ 招集の場所  伊勢市議会議場 
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伊勢市告示第 81 号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260 条の２第 11項の規定により、

大世古町会連合会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の

規定により告示します。 

 

  平成 29 年６月 21 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

 代表者の氏名及び住所 

  変更前  西 井   徹 

       伊勢市大世古３丁目１番 72 号 

  変更後  浦 田   眞 

       伊勢市大世古２丁目４番７号 

 

13 



伊勢市告示第 82 号 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワー

クシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令（平成 26 年総務省

令第 85 号）第 49 条第１項の規定に基づき、次のとおり特定個人情報の提

供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を地方公共団体情報システ

ム機構に委任（本市に設置されている執行機関から同機構への同事務の委

任を含む。）をしましたので、同条第３項の規定により告示します。 

 

  平成 29 年６月 26 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 地方公共団体情報システム機構に特定個人情報の提供の求め等に係る電

子計算機の設置等関連事務を委任をした日 

 平成 29 年６月 14 日 
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伊勢市告示第 83 号 

 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第１項の規定に基

づき、伊勢市二見浦海水浴場施設の使用料の収納の事務を次のとおり委託

したので、同条第２項の規定により告示します。 

 

平成 29 年６月 29 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 収納の事務の委託を受けた者 

  伊勢市本町 16 番２号 

公益社団法人 伊勢市観光協会 

  会長 濱田 典保 

 

２ 委託期間 

  平成 29 年７月８日から平成 29 年８月 31 日まで 
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伊勢市告示第84号 

 

 都市計画法（昭和43年法律第 100 号）第21条第２項において準用する同

法第19条第１項の規定により都市計画を変更したので、同法第21条第２項

において準用する同法第20条第１項の規定により次のとおり告示し、同条

第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

 

  平成29年６月30日 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 都市計画の種類及び名称 

  伊勢都市計画学校 

    11 桜浜中学校 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

 

３ 縦覧場所 

  伊勢市都市整備部都市計画課 
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伊勢市教育委員会告示第８号 

 

伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。 

 

  平成 29 年６月 16 日 

 

                    伊勢市教育委員会 

                    教育長 北 村  陽 

 

記 

 

１ 日 時  平成 29 年６月 22 日（木）午後７時 00 分 

２ 場 所  伊勢市教育委員会（小俣総合支所）２階 第１・２会議室 

３ 会議に付する事件  

   議案第 53 号 伊勢市附属機関条例の一部改正について 

   議案第 54 号 伊勢市御薗 B＆G 海洋センター条例施行規則の一部改正につ 

いて 

   議案第 55 号 平成 29 年度「教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・ 

評価」報告書について 
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伊勢市上下水道事業告示第 14 号 

 

 伊勢市下水道排水設備指定工事店規程（平成 17 年上下水道事業管理規程

第２号）第 10 条第２項の規定により、伊勢市下水道排水設備指定工事店の

指定を次のとおり取り消しましたので、同規程第 13 条第１項の規定により

告示します。 

 

平成 29 年６月 26 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 

指定 

番号 
工事店名 所  在  地 指定取消し年月日 

63 

有 限 会 社  笠

井 水 道 ポ ン プ

店 

伊勢市宇治浦田２丁

目６番 15 号 
平成 29 年６月 19 日 
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伊勢市公告第 49 号 

 

   所有者の判明しない猫の引取りについて 

 

 次の猫を動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）第

35 条第３項において準用する同条第１項の規定により引取りをした旨の

通知が三重県伊勢保健所長からありましたので公告します。 

 

  平成 29 年６月 20 日 

 

             伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 引取りをした猫 

番号 保護した場所 動物種 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 勢田町 猫 雑種 黒 不明 小 
91 日 

未満 
 

２ 勢田町 猫 雑種 黒 不明 小 
91 日

未満 
 

２ 引取りをした日 平成 29 年６月 18 日 

３ 収容期限  平成 29 年６月 22 日 

４ 連絡先 

  伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541） 

  伊勢保健所 衛生指導課（電話 0596-27-5151） 
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伊勢市公告第 50 号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規定

により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19 条の

規定により公告します。 

 

平成 29 年６月 30 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

 「次」は省略し、その関係書類を伊勢市産業観光部農林水産課に備え置

いて縦覧に供します。 
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伊勢市消防本部公告第２号 

 伊勢市火災予防条例（平成17年伊勢市条例第 205 号）第42条の２の規定

により、多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして指

定した催しを次のとおり公告する。 

 

平成29年６月27日 

 

                 伊勢市消防長 坂 口 典 生   

 

１ 指定催しの会場  

伊勢市宮川河畔（度会橋上流）（別紙） 

２ 指定催しの名称  

第65回伊勢神宮奉納全国花火大会 

３ 主催者 

 伊勢神宮奉納全国花火大会委員会 

  会長 伊勢市長 鈴木 健一 

 

 「別紙」は省略し、伊勢市消防本部予防課に備え置いて縦覧に供します。 
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伊勢市監査委員公表第４号 

 

 平成 28 年度定期監査等結果（前期）（意見）に対する措置状況を、地方自治

法第 199 条第 12 項の規定により、別紙のとおり公表します。 

 

 

平成 29 年 6 月 20 日 

 

 

伊勢市監査委員 畑   芳 嗣   

伊勢市監査委員 中 井   豊   

伊勢市監査委員 野 崎 隆 太   
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定期監査結果（前期）に対する措置状況 

 

 

【総務部】 

所管課等 監査結果（前期）（意見） 措  置  状  況   

総務課 （１）地方制度調査会で内部統制を

制度化する答申が出ている。全ての

長に内部統制体制を整備、運用する

権限と責任があることを明確化し

たものである。今後予想される法改

正に合わせ、内部統制の基本的な方

針を作成し、体制を整えることを検

討されたい。 

「検討中」 

 現在、国会において改正法案が審議され

ているところ、可決成立後、改正法の内容

に沿って検討していきます。 

 

職員課 （１）職員構成のなかで、嘱託・臨

時職員の比率が上がってきており、

実質的な人件費が見えづらくなっ

ている。嘱託・臨時職員のあり方に

ついて一考願いたい。 

 

（２）女性活躍推進法に基づく特定

事業主行動計画が、実際の採用や登

用に反映されていない。策定指針に

基づき、目標を持った取組みをされ

たい。 

「検討中」 

 地方公務員法及び地方自治法の改正に

基づいた嘱託・臨時職員のあり方を検討し

ています。 

 

 

「実施中」 

 採用や登用に反映させるため大学での

採用説明会、女性職員対象の研修を行って

います。 

 

 

【情報戦略局】 

所管課等 監査結果（前期）（意見） 措  置  状  況   

情報調査室 （１）窓口業務の民間委託におい

て、住民サービスの向上はもとよ

り、業務の効率化や費用対効果の検

証を願いたい。 

「措置済み」 

窓口業務の民間委託の検証については、

戸籍住民関係の窓口業務等について委託

後の検証を行い、当初求めていた来庁者サ

ービスの向上、事務の効率化や業務環境の

向上において効果を得ていると評価して

います。 

また、新規委託の方向性について、国民

健康保険窓口業務を対象として、先進自治

体の視察を行うとともに他団体の実施状

況や戸籍住民関係窓口業務の検証結果を
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踏まえ検討しました。 

現時点における国保窓口業務について

は、委託における効果が高いとは言えず、

課題もみられることから、今後の窓口業務

の状況及び委託を取り巻く環境の変化等

をみながら、時期をみて再度検討すること

としました。 

 窓口業務の民間委託の方向性について

は、今後も引き続き調査研究を進めていき

ます。 

財政課 （１）基金において、長期の債券で

の運用を行っているが、マイナス金

利施策のもとでは金利の変動率が

高い。金利の動向に注視し対応願い

たい。 

「実施中」 

 低金利の金融環境のもと、効率的な運用

を図るため、基金の一部において長期債券

による運用を行っていますが、流動性の確

保と確実かつ効率的な運用を念頭に、金利

の動向を注視し対応します。 

 

【環境生活部】 

所管課等 監査結果（前期）（意見） 措  置  状  況   

市民交流課 （１）まちづくり協議会は自主性、

自立性を重んじ、発揮する地域自治

の仕組みとして発足した。 

しかし、多額の公費を投入してお

り、その透明性の確保のため、監査

機能を設けることを義務付ける必

要性について考慮されたい。 

「実施中」 

 監査機能については、各協議会とも監事

を設置し、その結果については市へ報告さ

れているところではあるが、まちづくり協

議会の公費投入に対する透明性を確保す

るために、各協議会毎に配置している当課

職員及び庁内管理職の職員に対し、運営の

相談はもとより事業、予算・決算等を把握

させ、これまで以上に外部的な監査の機能

もしっかりと果たしていきます。 

 また、さらに、透明性が確保できるよう

監査機能を検討していきます。 

戸籍住民課 （１）各支所の来所者や取扱い業務

には大きな差がみられる。将来の人

口減少も見据えて、支所のあり方に

ついて検討をされたい。 

「検討中」 

 市民サービスの低下を招かないことを

前提に、地域の実情も含め検討していきま

す。 

環境課 （１）墓地管理手数料において、長

期間回収できないものがある。有効

な未収金対策に取り組まれたい。 

「実施中」 

滞納整理については、個別訪問、電話催

告、催告状の送付などを行っているところ
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(２) 環境汚染調査結果をホームペ

ージで公表しているが、公表数値の

良否がわかりづらい。表記方法を工

夫されたい。 

ですが、使用者と連絡が取れなくなり長期

間回収できない状態になっている区画に

ついては、不納欠損処理も視野に入れつつ

区画の使用状況を踏まえ、区画へ市への連

絡を求める看板を設置するなどして粘り

強く対応しているところです。 

 

「措置済み」 

平成 20 年度からの調査結果に加え、代

表的な指標であるBODの推移をグラフ化し

勢田川及び宮川の水質比較としてホーム

ページに掲載しました。 

 

【健康福祉部】 

所管課等 監査結果（前期）（意見） 措  置  状  況   

生活支援課 （１）生活保護費において、返還金

未納額が多数ある。有効な未収金対

策に取り組まれたい。 

「実施中」 

 督促状や催告書等により、納付を促し、

また、現に保護を受けている世帯や分納し

ている世帯については、最低生活費からの

納付ということや生活保護を脱却した世

帯であっても経済状況が厳しい世帯が大

半であることから、それらを考慮した上

で、分納額の増額の交渉を行っています。 

こども課 （１）利用者の負担の公平性の観点

から、保育料未収金対策の取組み強

化を望むものである。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保育士不足による園児受入れ

を制限せざるを得ない実態がある。

一方、保育所現場では幼児保育への

高い意欲が見受けられた。保育士確

保の工夫への一層の努力をお願い

「実施中」 

 保育料の未収金対策について、現年度分

については、定期的に初期催告、催告、再

催告、最終催告の流れで年度内での納付を

求め強化を図っています。過年度分につい

ても、滞納者への折衝を行い、納付の誓約

が果たされない場合は、移管最終催告通知

を行ったうえで、収納推進課への移管、差

押により収納率の向上に努めています。 

 

「実施中」 

 保育士確保、離職防止を図るため、平成

29 年度に公立保育所の嘱託保育士の処遇

改善を行いました。また、子育て中などの

理由により、保育士の資格を持ちながら保
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したい。 

 

 

 

 

（３）看護師が未配置の保育所が 1

施設ある。配置基準上は義務付けら

れていないが、園児の健康上の安全

安心のため配置を考慮願いたい。 

育士として就労していない潜在保育士が

就労しやすいように勤務条件を調整して

雇用するなど多様な就労形態による保育

士確保に取り組んでいきます。 

 

「実施中」 

 乳児の保育を行う園については看護師

を配置することとし、それ以外については

健康上配慮が必要な園児がいる場合に看

護師を配置し、保護者が安心して子どもを

預けられるように、現在もハローワークを

通じて求人をしているところです。 

高齢・障がい

福祉課 

（１）障害者差別解消法に定められ

た障がい者への合理的配慮の事項

を、市施設の運営委託の契約書・仕

様書に全庁的に入れることを周知

徹底されたい。 

「実施中」 

 市施設運営の受託業者における障害者

差別解消法に定められた合理的配慮の対

応につきましては、障がいを理由とする差

別の解消の推進に関する市職員対応要領

の中に、受託業者が差別解消法に適切に対

応できるよう仕様書等に盛り込むことな

どを明記し、所属長の出席を必須とした説

明会等において周知に努めているところ

です。今後も全庁的な周知徹底に努めてま

いります。 

 

【産業観光部】 

所管課等 監査結果（前期）（意見） 措  置  状  況   

商工労政課 （１）お伊勢さん菓子博 2017 では、

職員を派遣し、資金も支援してい

る。地元の事業者が出展できるスペ

ースを設け、その商品ＰＲに努めら

れたい。 

「措置済み」 

 お伊勢さん菓子博 2017 へは、三重県菓

子工業組合伊勢支部の組合員の多数が出

展、また、フードコートにも市内の飲食業

者が出展され、市内事業所やその商品の PR

ができました。 

また、博覧会支援事業の一環として伊勢

市のお菓子のパンフレットを作成し、市内

各所や物産展等で配布するとともに、４月

～６月には市内の菓子店舗を巡るスタン

プラリーを実施し、市内事業所の商品の知

名度向上・消費拡大に努めています。 
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観光振興課 （１）おもてなしの一環として喫煙

所が設置されたが、現在、検討され

ている改正健康増進法において、駅

は受動喫煙防止対策の規制対象と

して検討されている。法改正の動向

に注視して対応されたい。 

「検討中」 

おもてなしの一環として設置した、宇治

山田駅・伊勢市営宇治駐車場の喫煙所につ

いては、改正健康増進法に基づき対応して

いきたい。 

観光誘客課 （１）観光施策への予算投入は事業

効果が見えにくい部分がある。企画

や事業には数値目標を設定の上、費

用対効果を評価し、検証する手段を

組み込むことを検討されたい。 

「検討中」 

 数ある事業の中には、数値目標の設定を

しがたいものも多数ありますが、費用対効

果を評価することにより、事業を検証する

手段を講ずる必要もありますことから、そ

の手法について引き続き検討することと

します。  

 

【御薗総合支所】 

所管課等 監査結果（前期）（意見） 措  置  状  況   

生活福祉課 （１）地域審議会の開催状況を見る

限り、当初の設置目的は果たされた

ものと思われる。設置期間が 5年間

延長されており、審議事項を拡げ対

応することを勧めたい。 

（１）「実施中」 

平成 29 年４月に、公共施設の方向性に

関する意見交換を目的として、地域審議会

を開催しました。今後も、諮問事項につい

て審議するとともに、地域審議会が必要と

認める事項について検討していきます。 

 

【会計課】 

所管課等 監査結果（前期）（意見） 措  置  状  況   

会計課 （１）基金の一部を長期の債券で運

用しているが、マイナス金利施策の

もとでは金利の変動率は高い。債券

価格を充分把握し、保管に努めてい

ただきたい。 

「実施中」 

 債券運用における債券価格は、マイナ

ス金利政策等に左右されることから、債

券価格情報を取得し、流動性の確保と確

実かつ効率的な保管に努めます。 

 

 

【監査委員事務局】 

所管課等 監査結果（前期）（意見） 措  置  状  況   

監査委員事

務局 

（１）公営企業会計基準の改正や新

公会計制度の導入等により、職員の

専門性が一段と求められている。そ

の確保のための創意工夫を考慮さ

れたい。 

「実施中」 

 監査業務の専門性の向上のため、職員研

修への参加機会を増やすなど能力アップ

に努めていきます。 
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（２）内部統制体制の整備が求めら

れている。今後の法改正に合わせ、

監査の体制強化を図られたい。 

「検討中」 

 今後の法改正の動向を見ながら、職員研

修を充実させるなど監査機能の強化を図

っていきます。 

 

 

工事監査 

 

【宮川・沼木統合中学校（仮称）建設工事（校舎 建築工事）】 

所管課等 監査結果（前期）（意見） 措  置  状  況   

教育総務課 （１）建設業退職金共済制度の掛金

額収納に伴い元請業者に受け渡さ

れる証紙は、それを必要としている

作業者の所持手帳に添付されねば

ならない。元請業者の監理技術者か

ら上記手帳の複写の提出を受けて、

その数量確認を工期中に数回実施

することが望まれる。ダンプ車やミ

キサー車の運転手についても、その

雇用関係を確認して対処しておく

のが良い。 

また、下請業者から辞退届が出て

いる場合は、その理由の根拠となる

保証会社への加入証等の同時提出

を受けて確認されたい。 

 

（２）監査前日は雨天であり校舎回

りが、かなり、ぬかるんでいた。土

足で泥を上げるので作業場全体に

砂埃が多い。整地のために既設排水

溝を一時除去しているからとのこ

とであるが、１６カ月も続く工事で

あり、当初に場所を選んで有孔管を

埋める等の仮排水溝対策も必要で

あった。 

「措置済み」 

ご意見をいただいた事項について、監査

以後、状況を確認し実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「検討中」 

工事の内容、工期及び周辺状況等を勘案

して、適切な対策を講じます。 
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